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商法二百九十条の

FORTRANプ ログ ラ ム

藤 田 芳 夫

わが国商法第二百九十条は配 当金 の限度を算定す る方法 と して,次 の よ う

に規定 してい る。

「第二百九十条 利益の配当は貸借対照表上の純資産 額 よ り左 の金額を控

除 した る額を限度 と して之 を為す ことを得.

一 資本 の額

二 資本準備金及 び利益準備金 の合計額

三 其の決算期に積立 つ ることを要す る利益準備金の額

四 第二 百八十六 条の二及 び第二百八 十六条の三 の規定 に依 り貸借 対照

表 の資産の部に計上 した る金額の合計額が前二・号 の準備金の合計額 を

超ゆ るときは其の超過額

二 前項 の規 定に違反 して配当を為 した るときは会社 の債権者は之を返還

せ しむ ることを得」,と 。

この規 定は控 除項 目の一 つ として 「其の決算期に積立つ ることを要す る利

益準備金の額 」を指定 し,ま た商法二 百八十六条の二 お よび二百八十六 条の

三 に規定 された項 目す なわ ち開業準備費 の繰 延額 と開発費,試 験研究費繰延

額 の合計 額 との比較を要求 してい る。

ところで,「 其 の決算期 に 積立つ ることを要す る利益準備金の額」は現金

配当その ものをい くらに定め るかに よるのであ るか ら未知数であ る。 したが

って,こ の規 定は(図 表3)に 示す ような フ ローチ ャー トに よって表現す る

と理解が容 易にな る。 またFORTRANプ ログラムに よ り,実 際的な近 似値
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(図 表1)

OKIARTHSOURCEPROGRAMLIST

NOSOURCESTATEMENT

lcsHoHo290JoloHAIToGENDoGAKuloNoKEIsANPRoGRAM

2READ(5.201)A,B,CL,SLl,SL2,D2862,D2863

3201FORMAT(7F9.0)

4YSLMT=CL/4。0

51F(SL2.G耳.YSLMT)GρTO1

6CT=1.0

7GOTO2

101CT=0.0

112CN=A-B

l2SS=CN-CL

13SL=SLl十SL2

14FS=SS_SL

l5D=D2862十D2863

16WRITE(6,202)

17202FORMAT(lHO,10HHAITORITU,5X,5HHAITO,7X〕

203HYSL,9X,1HD,
,4X,6HSL十YSL8X,2HDL)

21DO51=1,50

22DR=FLOAT(1)/100.0
23Y=CL*DR

24YSL=Y/10.0*CT

25SUMSL=SL十YSL

261F(D.GT.SUMSL)GOTO3

27DL=FS-YSL

30GOTO4

313DL=SS_D

3241F(DLLE.Y)GOTO6

33WRITE(6.101)1,Y,YSL,D,SUMSL,DL

34101FORMAT(1HO,5X,15,5F10.0)

355CONTINUE

36GOTO7

376WRITE(6,102)1,Y,YSLP,SUMSL,DL

40102FORMAT(lHO,16HHAITOGENDOGAKU/IH.5X,15,5FlO.0)

417STOP

42END

43ENDOFSOURCE*

(図表2) (註1)



商法二 百九十条 のFORTRANプ ログ ラム(藤 田)

CN=A-B

SS・CN-CL

SL=SL1十SL2

FS=SS-SL

D=D2862十D2863

(図 表3)
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解 を え る こ とが で き る。

い ま,デ ー タ ・カ ー ド

上 に(図 表1)の よ うに デ

ー タを 配 置 す る と,(図 表

2)に 示 したFORTRAN

プ ログ ラ ムの二 行 お よび

三行 の命 令 に よ り,こ れ

らの デ ー タは(図 表1)

の最 下 行 に 定 義 した 番地

に読 込 まれ る。

利 益 準 備 金 を 「其 の 決

算 期 に積 立 つ る こ とを要

す る」 か 否 か は商 法二 百

八 十 八 条 に よって判 定 し

なけ れ ば な らない。 そ こ

で プ ログ ラム の四 行 目の

命 令す なわ ち

YSLMT=CL/4.0

に よ つ て 積 立 限 度 額

(YSLMT)を 算 出す る。

も し,利 益 準備 金(SL

2)が 積 立 限 度 額(YSL

MT)に 等 しいか,よ り大

で あれ ば,定 数(CT)を

ゼ ロと し,利 益 準 備 金 の

方 が 小 で あ れ ぽ1と す

る。((図 表3)の(1)
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お よび(図 表2)の4行 よ り10行 を参 照 の こ と。)

以上 に よ り,配 当 限 度 額 算 出 の 準備 の第 一・段 階 が 完 了 した の で,次 に 自己

資本(CN),剰 余 金 合計 額(SS),法 定 準備 金 合計 額(SL),自 由剰 余 金(FS)

お よび商 法 二 百 九 十 条 の四 が 問 題 と してい る繰 延 資産(二 百 八 十 六 条 の二 お

よび二 百 八 十六 条 の三)の 合 計 額(D)を 算 出 して お く。 これ は,(図 表2)

で はll行 か ら15行 に,(図 表3)で は(ll)の 部 分 に該 当 す る。

現 実 の 配当 で 五 パ ーセ ソ ト以下 の もの はす くな い が,念 のた め 配 当率 一 パ

ー セ ン トか ら計 算 をは じめ配 当 率 が 五 十 パ ー セ ソ トに達 す る迄 ,一 パ ー セ ン

トき ざみ で 計 算 してや れ ば ほ とん どの場 合,不 都 合 は 生 じな い で あ ろ う。

(但 し,単 純 化 の た め年 一 回決 算 と して処理 して あ る。)

す なわ ち,配 当 率 が 一 パ ーセ ソ トか ら五 十 パ ー セ ソ トに達 す る迄,五 十 回

計 算す れ ば よい。 この プ ログ ラ ムでは 計 算 の 回数 は 同時 に 配 当率(DR)で

もあ る とい う関 係 を 利 用 して 計 算 の 回 数1か らDRを 変 換 して あ る。 これ が

(図 表2)の21行 お よび22行 で あ る。

配 当 率 が 決 まれ ぽ現 金 配 当(Y)お よ び そ の 期 に 積 立 て る 利 益 準 備 金

(YSL)は(図 表2)の23行 と24行 の よ うに して 算 出 され る。 ただ し,24

行 の計 算 でCTを 掛 け た の は,上 述 した よ うに利 益 準 備金(SL2)が 積 立 限

度 額(YSLMT)に 等 しい か,よ り大 で あれ ぽ,さ らに積 立 て る必 要 は な いか

らゼ ロを掛 け,さ もな け れ ば1を 掛 け るた め で あ る。

(図 表2)の25行 は,商 法二 百 九 十 条 の 四 が要 求 して い る比 較 を行 な うた

め,一 定 の 現金 配 当 率 を採 用 した場 合,法 定準 備 金(SL)に 積 立 てを必 要 と

す る利 益 準備 金(YSL)を 加 え て法 定 準備 金 の 新 ら しい合 計 額(SUMSL)を

算 出す る。そ して(図 表2)の26行 で 問題 とな る繰 延 資 産 の 合 計 額(D)と

比 較 す る。

と ころで,こ の比 較 の結 果,Dの 方が 大 きけ れ ば,法 は 超 過 額 を さ らに控

除 す る よ うに指 示 してい る。 した が って,配 当 限 度 額(DL)は

DL=FS-YSL-(D-(SL十YSL))
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と な る が,こ れ を 整 理 す れ ば,

DL=FS-YSL-D十SL十YSL

.'.DL=FS十SL-D

と こ ろ が,FSは(SS-一 一SL)で あ るか ら,結 局

DL=SS-SL十SL-D

。'.DL-SS-D

と な る 。
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また,DがSUMSLに 等 しい か,小 さけ れ ば,配 当限 度 額(DL)は(FS-

YSL)で あ る。

(図 表3)の(V),(V-1),(V-2)は この 関 係 を示 した もので あ り,(図

表2)の26行 か ら31行 まで の命 令 で 処理 して い る。

しか しなが ら,か よ うに して 算 出 した 配 当 限 度 額 は 表 面 上 の もの にす ぎ

な い。 なぜ な ら現 金 配 当率 を高 め て行 くと,新 ら し く積 立 て られ る利 益準 備

金 の金 額(YSL)が 大 とな り,26行 の命 令 で行 な う比 較 結果 が逆 転す る可 能

性 が あ るか らで あ る。 す なわ ち,(図 表3)の(V)で 行 な った比 較 の結 果

(V-1)の 経 路 を とる場 合,現 金 配 当 を増 加 して行 くとあ る点 で(V)の 比 較

結 果 が逆 転 し,配 当 限 度 額 が(V-2),す な わ ちDL・-FS-YSLに よ って算

定 され る よ うに な る。

い ま,こ の関 係 を(図 表1)に 示 した デ ー タに つ い て指 摘 す る と(図 表4)

の 配 当 率 十 六 パ ーセ ン トの処 で この逆 転 が お き,結 局,配 当 限 度 は配 当 率21

パ ー セ ソ ト,金 額 に して¥1,365,000で あ る とい うことに な る。(い うまで

もな く,1パ ーセ ソ ト以下 の き ざみ 目を 使用 す れ ば,よ り正 確 な 結 果 が得 ら

れ るが,実 際 的 に は 必 要 が な い の で 論 じな い。 また 一 次 式 を 使用 して も よい

が,こ れ も省 略 す る。)

した が って,(図 表2)の32行 で表 面 上 の配 当限 度 額 と現 金 配 当 額 を比 較

し,現 金 配 当が 小 で あれ ば,一 応 そ の結 果 を 書 き出 し,次 に配 当率 を1パ ー一

セ ソ ト増 加 して,配 当 限 度 額 に 等 し くな るか,あ るい は それ を超 過 す るまで
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演算 を続 け てや れ ば よい。 この関 係 が(図 表3)で は(M)に 示 され,(図

表2)33行 以下 の処 理 とな って い る。(図 表4)に つ い て い え ぽ,配 当 率21

%,¥1,365,000が 限度 で あ る こ とは前 述 の通 りで あ る。

なお,(図 表2)お よび(図 表3)は,わ か り容 くす るた め に利 益 準 備 金

が 資本 金 の四 分 の一 以下 で あ るか否 か の判 定 を 最 初 に 行 な った が,厳 密 に

言 えば,こ れ は 演 算 の過 程 で た えず 判 定 す る必 要 が あ る。 また,五 割 の現 金

配 当 を 行 な って も,な お 限 度 に達 しな い場 合も明 らか に して お くと プ ロ グ ラ

ム と して は ベ タ ーで あ ろ う。 この 意 味 で改 善 した プ ログ ラ ムを示 す と(図 表

5)の よ うに な る。

HAITORITU

1

2

3

4

5
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7

8

9

10

11

12
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14

15

16
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18
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HAITO

65000
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195000

260000

325000

390000
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520000

585000

650000

715000

78∞00

845000

910000
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1040000

1105000

1170000

1235000

1300000

1365000

HAITOGENDOGAKU

22 1430000

YSL

6500

13000

19500

26000

32500

39000

45500

52000
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65000
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84500
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143000

(図表4)

DSL十YSL

710000>616500

710000〃623000

710000〃629500

710000〃636000

710000〃642500

710000〃649000

710000〃655500

710000〃662000

710000〃668500

710000〃675000

710000〃681500
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710000>707500
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710000〃740000

710000〃746500

710000'〃7530(一X)
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1470000

1470000

1470000
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1470000

1470000
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1470000

1466000

1459500

1453000

1446500

1440000

1433500

1427000
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OKIARTHSOURCEPROGRAMLIST

NOSOURCESTATEMENT

lcsHoHO290JoioHAIToGENDoGAKuioNoKEIsANPRoGRAM

2READ(5,201)A,B,CL,SL1,SL2,D2862,D2863
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・
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201FORMAT(7F9.0)

YSL]MT==CL/4.O

CN=A-B

SS==CN_CL

SL==SL1十SL2

FS=SS_SL

D==D2862十D2863

WRITE(6,202)

202FORMAT(1HO,10HHAITORITU,5X,5HHAITO,7X,3HYSL,

9X,1HD,4X,6HSL十YSL,8X,2HDL)

DO51=1,50

DR=FLOAT(1)/100.O

Y=CL*DR

IF(SL2.LT,YSLMT)GOTOl

YSL=OD

GOTO2

1YSL・=Y/10.O

IF(SL2十YSLLEYSLMT)GOTO2

YSL==YSLMT-SL2

2SUMSL=SL十YSL

IF(D.GT.SUMSL)GOTO3

DL=FS-YSL

GOTO4

3DL=SS_D

41F(DLLE.Y)GOTO6

WRITE(6,101)1,Y,YSL,D,SUMSL,DL

lOIFORMAT(1HO,5X,15,5F10.0)

5CONTINUE

GOTO7

6WRITE(6.102)1,Y,YSL,D,SUMSL,DL

102FORMAT(1HO,16HHAITOGENDOGAKU/1H,5X,15,5F10.0)

GOTO8

7WRITE(6,103)

103FORMAT(1HO,37H5WARIHAITODEMOGENDONIKAKARA

NAI)

8STOP

END

ENDOFSOURCE*

(図 表5)(註1)
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(註1)(図 表2)17行 のFORMATは 印刷 の関係 で3HYSLか ら二行 目に してあ

る。 そ こで 「続 き」 のマー クを省略 した。

また(図 表5)13行 お よび41行 のFORMATに つ いて も同様 であ る。




